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＜要　　　約＞

　本論では，社会事業が成立する戦前期日本で誕生した児童保護運動を通じて，「児童保護」

「児童相談」「衛生」「健康」といった，それまで日本社会に根づいていなかった概念が人々に

理解され受け入れられていくプロセスと，戦時体制下での児童保護運動の変容を扱う。

　近代化する日本社会において，健康な子どもを一カ所に集めて身体検査をするという催し

物がはじめて誕生する。「赤ん坊展覧会」，「赤ちゃん審査会」「児童衛生展覧会」などいくつ

かの名前で呼ばれた。教育社会学や保育学において，赤ちゃん審査会や 1930 年代の健康優

良児表彰に関する先行研究があるが，赤ちゃん審査会が日本社会全体を巻き込み浸透してい

く過程について十分な説明がされていない。

　本論では赤ちゃん審査会を媒介にして児童保護，児童相談，衛生，健康等の概念が人々に

受け入れられ，それが全国的に拡大していく社会的文脈を明らかにし，子どもを愛護するは

ずの児童保護運動が戦時体制下における健民運動へと接続していく過程を明らかにする。

* 大妻女子大学　人間関係学部　人間関係学科　社会学専攻
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１．児童愛護デーと子どもの日

　「こどもの日」という日本の祝日がある。端午

の節句の日としても知られ，男子のいる家庭であ

れば，子どもの健やかな成長を願い鯉幟を掲げ，

甲冑や武者人形を飾り，柏餅を食べたりあるいは

菖蒲湯をたてたりする。

　「こどもの日」は戦後，5 月 5 日とされたが，そ

の由来は大正末期にさかのぼることができる。当

初は，5 月第１週を「児童愛護デー」としたり「児

童愛護ウィーク」と呼び，呉服店（現在の百貨店）

や学校または公会堂を会場に，各地で赤ちゃん審

査会（赤ん坊審査会，児童審査会と呼ぶ地域もあっ

た）を中心とするさまざまな催し物を開催したこ

とに端を発している（ただし，児童愛護デー（ウィー

ク）を 5 月とする地域だけでなく，6 月，11 月と

するところもあったから，全国的に 5 月とされた

理由はほかにもあるかもしれない）。

　スウェーデンの思想家エレン・ケイによる『児

童の世紀』が日本で翻訳されたのは 1916（大正 5）

年である。20 世紀こそは子どもの世紀とする考え

方は，当時の欧米だけでなく，日本社会の知識層

に一定の影響を与えた。たとえば 1923（大正 12）

年 5 月，大阪児童愛護連盟が創刊した『コドモ愛護』

は翌年，『子供の世紀』と名称を変え 1944（昭和

19）年まで続いた機関誌であるが，この名称変更

は『児童の世紀』に触発された志賀志那人の提案

であったという（堀田 2006）1）。

　しかし，この時期の児童保護運動（または児童

愛護運動）とされる活動は，子どもの人格を認め

子どもを愛護するという視点ではなく，子どもの

身体と精神の健康に焦点をあてるものだった。言

いかえると児童保護運動は「第二国民」あるいは

「少国民」としての子どもが関心の焦点であり，

子どもの身体と精神の健康の維持と発展，そして

拡大こそが重要課題であった。

　この運動は戦時体制下日本において厚生省の提

唱する「健民運動」の一環に位置づけられる。児

童保護，児童愛護運動という概念がいとも簡単に

戦時日本を支える健民運動に結びつけられていっ

たのである。『日本社会事業年鑑　昭和 18 年版』

には「母性並児童保護事業」として「健民運動児

童愛護」の項目が次のように説明されている。

　従来財団法人中央社会事業協会，恩賜財団愛

育会提唱の下に昭和二年より実施されて来た全

国児童愛護運動は，昭和十七年に於ては政府の

健民運動の一翼として健民運動児童愛護の名称

を以て厚生省提唱，中央機関として財団法人中

央社会事業協会，恩賜財団愛育会及び大日本婦

人会共同主催の下に，五月一日より同月八日に

至る八日間に亘り，左記実施要綱に依り実施さ

れた。（中央社会事業協会　1945：152-153）2）

　厚生省が呼びかけ，中央社会事業団，愛育会，

大日本婦人会が共同主催する形である。協力団体

として名前を連ねるのは，医療，衛生，福祉，報道，

行政，商業にわたる日本を代表する団体である。

たとえば，日本医師会，日本歯科医師会，日本薬

剤師会，大日本産婆会，全国市長会，全国村長会，

恩賜財団済生会，日本赤十字社，日本商工会議所，

日本放送協会，日本性病予防協会，日本母性保護

会，日本少国民文化協会，結婚報国懇話会，国民

優生聯盟，人口問題研究会，日本民族衛生協会，

日本民族国策研究会，など。

　「健民運動児童愛護」運動の趣旨は明確に「人

口国策」だとしている。「大東亜共栄圏を建設し

其の悠久にして健全なる発展を図るは皇国の使命

なり」として人口の「資質の飛躍的向上」と「増殖」

を図ることだと述べている。児童保護運動の誕生

からわずか十数年の間に保護され愛護される児童

は領土拡大のための手段へと変容していく。

　近代日本に「児童保護」の概念が導入されたと

き，人々はこの変容を予測していたのだろうか。

はじめてこの概念に触れた人々はどのように理解

し受け入れていたのだろうか。

　本論では，社会事業が成立する戦前期日本で誕

生した児童保護運動を通じて，「児童保護」「児童

相談」「衛生」「健康」といった，それまで日本社

会に根づいていなかった概念が人々に理解され受

け入れられていくプロセスについて考えてみた

い。そのために，大正期，「赤ん坊展覧会」とし
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て誕生し，数年後には内務省主催の児童衛生展覧

会として，さらに，これとほぼ同時期に民間事業

としておこなわれた「赤ちゃん審査会」と呼ばれ

た事業に注目する。

　教育社会学や保育学の分野では，赤ちゃん審査

会や 1930 年代の健康優良児表彰に関する先行研

究がある（山下 20013）；石岡 20044）；和田 20145）；

内田 20166）；木下 19917）（1））。山下大厚や石岡学

の研究は子どもの身体への国家のまなざしと表彰

事業のもつ政治性や標準的身体のもつ規範性に注

目する。木下比呂美は新中間階級の母親にとって

「健康」な子どもが親の作品として評価される場

として審査会をとらえ，日本民俗の「子やらい」

の思想から離れていくものだとみる。和田典子や

内田搭子は大阪児童愛護連盟の実施した赤ちゃん

審査会が（その後，戦時体制に組み込まれ変質し

ていく日本児童愛護連盟とは区別される形で）果

たした役割を肯定的に評価している。これらの先

行研究はそれぞれに重要な視点を提示するが，赤

ちゃん審査会が日本社会全体を巻き込み浸透して

いく過程について十分な説明をしていない。

　本論では赤ちゃん審査会を媒介にして「児童保

護」「児童相談」「衛生」「健康」という概念が人々

に受け入れられていく過程を考察していく。その

ために赤ちゃん審査会がどのような社会的文脈に

おいて拡大していったのか，誰が担い手となり展

覧会や審査会が運営されたのか，集まってきた

人々はどのような人々なのか，このイベントを当

時の人々がどのように受けとめたのかについて，

当時の会場や審査結果を伝える資料を通して考察

していくことにする。

２．「健康」な子どもを媒介とした医師と母親の

　　結びつき－赤ん坊展覧会と児童衛生展覧会

　子どもが病気や怪我もしていないのに医師の診

察を仰ぐ，ということは近代日本ではじめて誕生

した行動である。もちろんそれは日本独自のもの

ではなく，当時の日本に対し常に近代化モデルを

提供してきた先進国が先例となっている。20 世紀

初頭，アメリカで教育学を学んだ西山哲治が帰国

後，私立帝国小学校を巣鴨に開設したのが 1912（大

正元）年 4 月のことである。翌年 9 月には第 1 回「赤

ん坊展覧会」を同小学校で開催している。この「赤

ん坊展覧会」は 1927（昭和 2）年まで続けられ 14

回を数えた。帝国小学校における「赤ん坊展覧会」

は 15 年にわたって継続し，西山によれば約 6,000

人の子どもを「審査」している。ただし運動の全

国化という点からすると，散発的な影響としかい

えないが，アメリカをモデルとして日本ではじめ

て実施された「赤ん坊展覧会」という意義をもつ。

以下でその概要をみていく。

３．1913（大正 2）年　西山哲治（2) の「赤ん坊

　　展覧会」－「第二国民」の身体計測データ

　　の収集

　西山は 24 歳の時，アメリカに渡り 5 年間ニュー

ヨーク大学で学び教育学修士号と博士号を取得し

た後，1910（明治 43）年帰国し，1912（大正元年）

4 月に自身が校長となって私立帝国小学校を開校

した（西山 1937）8）。西山は彼の著書『赤ん坊展

覧会』の冒頭で「第二国民としての赤ん坊」とい

う言葉を用いている。

　国家の将来はどうしても国民の体格に待たね

ばなりません。第二国民としての赤ん坊の体育

について人種改造の一運動として最近に西洋で

赤ん坊展覧会の企の起ったのは国家の将来を

慮ったものといってよかろうと思います。……

世界一の一等国は教育が進み，衛生思想が進歩

し，母の赤ん坊を育てる知識技能が発達してゐ

ますから死亡率が少ないのです。一方から考へ

て見ますと，赤ん坊の死亡率の多少で一国の文

明の程度を卜知することが出来ると申されま

す。（西山 1913）9）

　西山が赤ん坊展覧会を企画したのは，アメリカ

留学中にニューヨークで開催された「赤ん坊展覧

会」を見たことと，帰国後に読んだニューヨーク

タイムズ紙で「赤ん坊展覧会」が「教育，家庭，

医学，心理，社会学等の方面から研究され」た記
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事を読んだことがきっかけだと記している（3）。西

山によると「一等国」（具体的にはフランス，ド

イツ，イギリス，アメリカ）と比べ，日本の高い「赤

ん坊の死亡率」を下げるために「衛生思想が進歩

し，母の赤ん坊を育てる知識技能が発達」するこ

とを目的としたのである（4）。

　この企画のために「大新聞記者，大雑誌記者，

三越，ライオン本店，フレーベル館等の商品寄贈

者」および「（医師の）稲垣（隣一）先生が協力

してくれた」ことへの謝辞が記載されている（5）。

東京で開催するのみならず，「立派な第二国民養

成」のために，この赤ん坊展覧会には全国から申

し込んで欲しいこと，全国の各地方都市へ出張し

て赤ん坊展覧会を開催したいこと，そのために，

地方の有力者，団体，新聞社等に協力してほしい

とも述べている（西山 1913：1-6）。

　最新の欧米事情をみてきた西山が，教育者の立

場で日本中の母親や家族を対象に，当時のメディ

アを巻き込んで衛生思想を普及することを意図し

たと記す。ところが実際には，応募してきた（つ

まり自発的に集まってきた）「赤ん坊を研究し，母

親について育児談を求めて…研究材料を得」るこ

とがその活動の中心だった（西山 1918：2-3）10）。

西山の企画による赤ん坊展覧会は 1913（大正 2）

年 9 月から 1927（昭和 2）年まで「十四回六千人

あまりの赤ん坊を審査し」，それを通じて「普通

の赤ん坊よりも健全でよく発育し普通児よりも体

重五百匁以上（約 1.9kg）重い赤ん坊約一千名に

対して賞状と賞品メダル」を授与したという。「当

選者」となった子どもの「母親の平均体重が十三

貫九百六十七匁（約 52.5kg）」であり，最上位の

母親は「十六貫（約 60kg）以上の体重を有する女

傑」とまで記している（西山 1937：166-167）。

　西山は教育者として著書も多いが，他にも「子

福者保護に関する請願」をおこなったり，「子無

し税」「独身税」「離婚税」を提案するなど，政治

に働きかけて「児童保護」や「母性保護」を訴え，

国 家 の た め に「 立 派 な 第 二 国 民 養 成 」（ 西 山 

1918：1937）をめざしたのである。

　年譜を見る限り，西山が全国各地を回って「赤

ん坊展覧会」企画を実践したという記載は見あた

らない。しかし，1918（大正 7）年時点で，「北海

道に於ては二，三年以前より盛に開催せられ，又，

満州，九州，信州，岡山の各地方に於ても一昨年

以来開催せられ」るようになったのは「誠に愉快」

と記しているから（西山 1918），一定の影響はあっ

たのかもしれない。

　西山が普及をめざした「赤ん坊展覧会」の意味

は以下の 3 点に要約できる。それは「衛生思想」

や「児童保護」という概念の普及を目標に，最新

の近代知識を教育者として人々に授けようとした

こと，それによって健康な子どもを母親が自ら医

師のいる会場に連れてきたこと，そして 3 点目と

して，医師が「健康」な子どもの体格や発達状況

についてデータを入手し，日本の子どもの身体に

関する「研究」材料を得たこと，といえる。

　子どもを育てる母親や家族の立場からすると，

このイベントの意味は何か。それは，自分の子ど

もが「健康」であること，そして自分の子どもの

成育状況に関し，他の子どもと差異があることに

よって「優良」であると医師に証明されること，

およびその証しとして表彰されること，の 2 つの

意味をもつ。こうして「健康」な子どもの母親は，

哺乳はもとより育児全般にわたる方法に関し適切

な知識をもつ母親として，教育者や医師から正式

に承認されるのである。

　まとめると「赤ん坊展覧会」が媒介（メディア）

となって，帝国小学校という場で 6,000 人余りの

「健康」な乳幼児とその母親が医師と結びついた

のである。この発想が内務省の 1920（大正 9）年

10 月から 11 月にかけて実施された「児童衛生展

覧会」に影響を与えたであろうことは十分想像さ

れる（6）。

４．「世界一高い日本の乳児死亡率の防遏」

　　目標と児童衛生展覧会（7) の開催

　西山による私立帝国小学校の「赤ん坊展覧会」

に続き，北海道，満州，九州などにおいて同様な

活動があったとされるが，現在のところ確認でき

ていない。その後の日本社会全体への組織的拡大

という視点からすると，内務省が主催した「児童
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衛生展覧会」の実施は中央から地方への組織的拡

大を意図していた。場所はお茶の水教育博物館で

ある。ただし内務省事業としては，あくまで展覧

会が主で，子どもの身体検査は「附帯事業」とし

て実施された。

　この事業は 1918（大正 8）年，内務省が諮問機

関として救済事業調査会を設置したことに由来す

る。調査会が決議した 8 つの調査事項のなかに「児

童保護事業」が加えられたのである。このことは

他の項目（8）と比べると画期的ともいえた。ただし，

その具体的項目はといえば「嬰児保育，貧児教育，

児童虐待防止，小年労働制度，不良児童不良青年

の処置，少年犯罪防止」（大原社会問題研究所 

1920：2-3）11）等であり，「救済」対象が極めて限

定的に捉えられていたことがわかる。

　このように実態は救貧事業の性格を保ちながら

「児童保護事業」という概念が登場したのはなぜ

か。当時の資料からはその背景に，3 つの点があっ

たと考えられる。第一に，第一次世界大戦による

好況が物価高騰をもたらし貧富の格差を拡大させ

国内の労働問題や貧困問題の解決が迫られていた

こと，第二に，欧米ではすでに社会事業，社会政

策という考え方のもとに，その解決のみならず予

防のための取組みが図られているという情報が国

内に紹介されていたことが挙げられる（生江 

1996：256-482）12）。そして第三に，これが最もわ

かりやすく直接的な動因になったと思われるが

「世界一高い日本の乳児死亡率の防遏」が喫緊の

課題だという言説が繰り返されたことだった。

　「世界一高い乳児死亡率」は，近代社会日本と

して欧米並みをめざす知識層にとって我慢のなら

ない不面目であったことだろう。国家をあげて，

その「防遏」がめざされたのである。児童衛生展

覧会は会期中「25 万人」の入場者（婦人衛生雑誌 

1921：48）13）を迎え，「附帯事業」の身体検査は，

6 名の医学博士が中核となり，12 名の若手の医師

が手足となってこの事業を遂行し，28 日間で 2,000

名を超える「健康」な子どもの審査をおこなった

のである。

　先述の通り，児童保護事業は内務省が 1918（大

正 7）年に設置した諮問機関である救済事業調査

会の掲げた 8 つの調査項目の一つだった。実施さ

れた子どもの身体検査は，この児童保護事業の一

つとして行われた児童衛生展覧会のあくまで「附

帯事業」だった。しかし，この「附帯事業」は子

どもを連れた母親や家族を 2000 組以上も動員し

た。つまり救済事業調査会が調査項目として掲げ

た児童保護事業の具体的内容は貧困層か問題を抱

えた子どもを対象とする救済事業という性格で

あったにもかかわらず，「六歳以下のお子さんの

身体検査」には貧困層ではなく新中間階級が自発

的に出かけていった。この点は強調されなければ

ならない。開会初日の朝日新聞には当日の展覧会

の様子が報道され，最後は衛生局長の呼びかけで

締めくくられている（図 1）。

『其他毎日午後一時から唐澤，三宅，伊丹，太

田博士達が来て，六歳以下のお子さん達の身

体検査も只でして上げる。何うか来て下さい』

とは潮局長の伝言だ。

図１　内務省主催・児童衛生展覧会開催翌日の朝刊（朝日新聞 1920 年 10 月 24 日）

(C)朝日新聞社　 聞蔵Ⅱビジュアル 大妻女子大学図書館1920年10月24日　 東京　 朝刊　 7Ｐ

大妻女子大学図書館
2018/01/10  13:19

(C)朝日新聞社　 聞蔵Ⅱビジュアル
本サービスとその収録内容にかかる著作権その他一切の権利は、 朝日新聞社または各権利者に帰属します。 無断転載など権利侵害となるご利用はお断り します。

Copyright (C) The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
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　日本の最先端の「（医学）博士が来て」，「只」で，

つまり無料で「身体検査」をしてあげる，だから

どうぞお茶の水まで足を運んでほしいと，内務省

衛生局長自らが新聞を通じて呼びかけている。「其

他」というのは，児童衛生展覧会本体は広く「衛生」

にかかわる展示をおこなっているから，6 歳以下

の児童の「身体検査」は「附帯事業」だと断って

いるのである。

　同記事の見出しは「女房さん達の胸に堪へる　

◆児童衛生展覧会◆　絵や歌や標本で興味の多い

宣伝」から始まる。本文冒頭には「内務省初めて

の試みとして児童衛生展覧会が昨日から御茶の水

教育博物館に開かれた。…潮衛生局長，先日来汗

ダクで会場にお百度を踏む程の熱し様だ。内相夫

人京子の方も昨日は早々と観客の中に混じって居

た。犬養木堂翁も夫人と令孫を連れてノタリノタ

リと歩いている（以下，略）」14）とある。内務省

大臣の妻や元首相とその家族が展覧会に足を運ん

だというから，主催者側の努力と熱意が伝わる。

　当時の乳児死亡率がどのように伝えられていた

のかみておこう。参照するのは内務省嘱託として

勤務したこともあり『社会事業綱要』の著者であ

る生
な ま え

江孝
たかゆき

之（1867-1957）と人口問題研究者であり

統計学者の猪
い の ま

間驥
き い ち

一（1896-1969）（9）による報告

である。

　生江は 20 世紀初頭にアメリカで学び，帰国後，

内務省に勤務し，その後，日本女子大学教授とし

て社会事業について教鞭をとった実務家であり研

究者である。『社会事業綱要』は 1923（大正 12）

年に出版されている。生江は 1901（明治 34）年

～ 1916（大正 5）年までの乳児死亡率に関し，ヨー

ロッパ諸国との比較から（オーストリアのみ例外

として除く），日本が高率であることを指摘して

いる（生江 1923=1996：313）。猪間の示した統計（表

1）を見ると日本の乳児死亡率はその後 1918（大

正 7）年まで上昇し続ける。後にみるとおり，当

時の日本の乳児死亡率は地方ではなく大阪，京都，

神戸，東京といった都市において際立って高かっ

た（表 4）。その理由として前出の西山のように母

親の育児知識の不足を指摘するものもいたが，そ

れだけで説明されるものではなかった。

　統計学者の猪間は内閣府統計と大阪市統計書に

おいて，公表された乳児死亡率に差異があること

を指摘している。その上で，年次別比較のために

内閣府統計を採用すると断り（10），その統計結果

を検討している。猪間によると日本の乳児死亡率

には次のような特徴がある。

　第一に，日本の乳児死亡率はヨーロッパ諸国の

ように年ごとに低減せず，とりわけ明治 41 年～

大正 7 年までは一貫して高い。イギリスやドイツ，

フランス，スウェーデン，オランダ，ベルギーと

いった国々はいずれも 20 世紀に入ってから確実

に漸減していく（表 2）。ところが日本は，明治末

期から増加し，1918 年（大正 7 年）まで伸び続け

た後，ようやく減少していく。要するに 19 世紀

末期では日本とヨーロッパの乳児死亡率とは差が

なかったのに，その後の 25 年間に極端に差が生

まれたのである。

　第二に，都市が農村に比べ乳児死亡率が高いと

いうことである。特に大阪や神戸，京都の乳児死亡

率の高さは他の都市に比べさらに高かった。表 1 か

ら表 4 は猪間の作成した表を一部改変し転載した

表１　我国の乳児死亡率
（各年出生千に付き 1歳未満死亡数）

1899 明治 32 153.8
1900 明治 33 155.0
1901 明治 34 149.9
1902 明治 35 154.0
1903 明治 36 152.4
1904 明治 37 151.9
1905 明治 38 151.7
1906 明治 39 153.6
1907 明治 40 151.3
1908 明治 41 158.0
1909 明治 42 167.3
1910 明治 43 161.2
1911 明治 44 158.4
1912 大正 1 154.3
1913 大正 2 152.1
1914 大正 3 158.5
1915 大正 4 160.4
1916 大正 5 170.3
1917 大正 6 173.2
1918 大正 7 188.6
1919 大正 8 170.5
1920 大正 9 165.7
1921 大正 10 168.3
1922 大正 11 166.4
1923 大正 12 163.4
1924 大正 13 156.2
1925 大正 14 142.3

出典）近現代資料刊行会 1995：172-173
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表２　諸国に於ける乳児死亡率（1896 ～ 1924 年）

イ
ン
グ
ラ
ド
及
ウ
ェ
ー
ル
ズ

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ
全
国

プ
ロ
シ
ャ(

旧
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
）

サ
ク
ソ
ニ
イ
（
旧
ザ
ク
セ
ン
王
国
）

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ジ
ウ
ム
（
ベ
ル
ギ
ー
）

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
イ

日
本

1896-1900 156 129 100 - 201 265 151 158 158 168 153

1901-1905 138 120 91 199 190 246 138 148 139 160 152

1906-1910 117 112 78 174 168 198 114 141 126 152 158

1911-1915 110 113 71 160 163 176 99 135 126 139 157

1916-1920 90 99 66 145 139 123 84 115 118 152 174

1921 83 90 - 134 134 143 76 115 115 - 168

1922 77 101 - 130 129 139 67 107 85 - 166

1923 69 79 - 132 132 150 57 - 96 - 163

1924 75 - - 108 106 119 51 - 85 - 156

出典）近現代資料刊行会 1995：174
引用者注：国名のうち「プロシャ」はドイツのプロイセン王国（1701-1918），「サクソニイ」とはドイツのザクセ

ン王国（1806-1918），ベルジアムは「ベルギー」とそれぞれカッコ内に日本の通称名を補足した。

表４　人口 10 万以上の各都市の乳児死亡率の順位

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位

大正 12 函館 京都 大阪 神戸 名古屋

大正 13 神戸 大阪 金沢 名古屋 横浜

大正 14 大阪 京都 小樽 金沢 神戸

出典）近現代資料刊行会 1995：178「第二一表」を改変

表３　六大都市合計乳児死亡率

1906 明治 39 182.5
1907 明治 40 180.4
1908 明治 41 207.0
1909 明治 42 210.7
1910 明治 43 193.8
1911 明治 44 193.9
1912 大正 1 162.1
1913 大正 2 173.1
1914 大正 3 182.2
1915 大正 4 198.8
1916 大正 5 194.4
1917 大正 6 200.7
1918 大正 7 209.8
1919 大正 8 184.6
1920 大正 9 187.7
1921 大正 10 190.3
1922 大正 11 186.3
1923 大正 12 199.0
1924 大正 13 165.9
1925 大正 14 154.5

出典）近現代資料刊行会 1995：174
引用者注：1995 年発行の表が一部判読しにくい個所があり，『戦

間期主要都市 社会調査報告書〔女性編〕　第 1 期　
6　昭和 3 年』（近現代資料刊行会，1998 年）（204-207
ページ）を随時，参照した。1998 年版の数字と異
なる場合は 1995 年版の数字を記載した。ただし，
その数字の違い自体は，全体の傾向をみる上で影響
はないと判断される。

ものである（近現代資料刊行会 1995：169-178）15）。

　以上，生江孝之と猪間驥一による乳児死亡率に

関する報告の引用から，内務省の児童保護事業の

設置の背景にある当時の日本の特異といえる高い

乳児死亡率を示した。以下では児童衛生展覧会の

「附帯事業」の実施内容を検討する。
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図３　堺高等女学校での医師による講演会（1927.12.10）出典）堺市産婆会 1928

図２　堺市赤ちゃん審査会を医師，近接地域の関係者が参観する様子（1927.12.9）出典）堺市産婆会 1928

５．1920（大正 9）年内務省主催「児童衛生

　　展覧会」－医師の認識した身体検査の意義

　内務省勤務の医師武崎宗三（11）が編纂した『児

童衛生展覧会ニ於ケル児童身体検査成績』（武崎 

1921）16）を参照していく。官報には武崎が内務省

の「内務技師」（現在の医系技官に相当）として

採用されたのが 1918（大正 7）年とある（11）から，

救済調査事業の一つである児童保護事業のために

採用されたと考えていいだろう。
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　「附帯事業として実施したる 6 歳未満児童の健

康診断成績」計測項目は体重，身長，胸囲，頭囲，

そして歯科健診である。実施期間は 1920（大正 9）

年 10 月 24 日～ 11 月 22 日，このうち 2 日間のみ

のぞき 28 日間実施された。会期中，2,164 名の身

体検査をおこなった。委員には済生会病院副院長，

千葉医学専門学校教授，慶應義塾大学医学部教授，

東京帝国大学医学部助教授，慶應義塾大学医学部

助教授，そして瀬川病院長の 7 名の医師が並ぶ（こ

のうち 6 名が医学博士）。彼らの指導のもとに慶

応義塾大学病院小児科医局員，東京女子医学専門

学校女医，瀬川病院医員，そして東京歯科医学専

門学校歯科医員がそれぞれ 3 名ずつ 12 名が対応

した。

　武崎によれば「身体検査は児童の身長，体重，

胸囲及頭囲を計測し且，歯牙の状況を調査し，最

後に診察を行い疾病の有無を診査し発育の不良な

る者，疾病の有る者等には夫々注意を与え，或は

健康上の相談に応ずる等，育児上の知識の普及に

勉め身体検査成績の写を家族の者に与うることと

せり」と述べ，歯科検診も含め身体の計測を実施

し，その際，健康上の相談に応じ，育児上の知識

の普及にも努め，得られたデータを子どもの親や

家族に渡している。

　「身体検査は主として健康児童に就て執行する

こと」とわざわざ武崎が記載していることから，

「健康児童」の集団と医師とが結びつく「身体検査」

の，当時の人々にとっての新奇さが伝わる。とこ

ろが見かけ上「健康児童」であるにもかかわらず，

身体検査の結果，病気も数多く発見される。以下，

報告書から引用する（カッコ内は患児数を示す。

病名は現行表記とした。…引用者改変）。

百日咳（8），しょう紅熱（1），水痘（2），リン

パ腺結核（1），先天性梅毒（8），乳児脚気（6），

腺病質（17），小児麻痺（2），癲癇（1），脳水

腫（6），心臓異常（4），頸部リンパ腺腫大（52），

肺炎（2），肋膜炎（2），気管支カタル（105），

腹膜炎（2），消化不良（22），黄疸（3），腎臓

炎（1）（武崎 1921：5-6）

　重複罹患もあると考えると，カッコ内の数字は

疾病ごとに数えた延べ患児数である可能性がある

としても，検診にあたった医局員は驚いたことだ

ろう。武崎は，「保護者の全く気づかざりしもの

にして身体検査が如何に必要なるかを語るものな

り」とし「之により健康なる者は益々健全に育て

しめ，疾病ある者は重症に陥らざるよう予防せし

むることを得べく児童保健上最も必要にして有効

なる事業なるを證せり」と記す（武崎 1921：6）。

　身体検査による病気の発見は母親ら保護者に

とっても予想外であっただろうが，医師や内務省

衛生局にとっては，子どもの健康増進と病気の発

見と予防のために積極的に働きかける事業とし

て，身体検査の意義が認識されたのである。

　児童衛生展覧会については会期中，朝日新聞朝

刊に「母之友年末特別号　児童衛生展覧会号 - 本

日出来」という広告が掲載されている。特に「児

童衛生展覧会号」という文字が新聞の１段全体を

占め際立つ 17）。会期中，この『母之友』（婦女界社）

広告記事を除き 4 回にわたり児童衛生展覧会は報

道された。「25 万人」もの人々をこの展覧会に動

員するのに新聞メディアの協力は大きかったとい

える。

　この事業については『児童研究』（日本児童学会）

や『婦人衛生雑誌』（私立大日本婦人衛生会）といっ

た専門誌にも開催記事が掲載されている。これら

の開催の紹介記事の冒頭には常套句として，日本

の子どもの死亡率が登場する。たとえば「我が邦

児童死亡者が年々三十萬の多きに達して居ること

は，国家の前途の為めに寒心すべき事象であるが，

これは一には衛生思想の普及せざるに基くもので

あるから …」などである（児童研究 1920：45 18）；

婦人衛生雑誌 1920：47）19）。

　児童衛生展覧会に関連して，注目されることが

2 点ある。一つは児童保護について，内務省の衛

生局だけでなく，設置されたばかりの社会局が社

会事業の一つとして児童保護事業の普及奨励に力

を入れていたこと，もう一つは内務省が，開催展

示物の貸し出しを含めこの事業の全国各地におけ

る実施の意向を地方長官に確認し，開催順序を決

めていたことである。
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　まず一つ目であるが，内務省に社会局が設置さ

れたのは児童保護展覧会の開催された 1920（大正

9）年だった。社会局は社会事業の一つとして児

童保護事業の普及奨励の重要性を認め，同年 11

月には「全国都市社会事業打合せ会」を開催して

いる。その方向性は産院，巡回産婆，乳児保育，

幼児保育など，母子保護を中心とするが，衛生局

の事業と重なるところも多かった。つまりこの時

期，児童保護事業は内務省の事業として二重の意

味で注目されていたのである（児童研究 1920：
105-106）。20）

　二つ目の児童衛生展覧会の全国化について。会

期終了直前の朝日新聞朝刊は「今日の話題」とし

て「◇児童衛生展覧地方に」とする小さい記事を

掲載している。東京での児童衛生展覧会の会期終

了前日である。記事は短く「内務省主催の児童衛

生展覧会は二十二日閉会の筈だが，同省では更に

是れに地方出品物を加へて，各地方に於て順次開

催すべく，各地方長官に対し来る三十日迄に回答

を為すべく通牒を発した」と伝える。内務省の意

向が地方長官に「通牒」され，開催の諾否を回答

する締切まで 1 週間である（朝日新聞 1920 年 11

月 21 日朝刊）21）。この件について『児童研究』で

は同様の内容を記載した上で，内務省が提示した

6 項目（条件）を転載している。

一．開催地は可成都市たること

一．主催者は府県又は公共団体若くは府県に於

て適当なりと認めたる公共団体たること

一．開催に要する経費及陳列希望の出品に関す

る荷造りの運搬費等は総て前項主催者の負

担たること

一．出品物は妊娠と分娩児童の擁護 ( ﾏﾏ )、住

居用品、疾病と治療、被服等に関する

五十七点

一． 一地方に於ける開会期間は可成二週間以内

たること

一．名称は児童展覧会と為すこと

（児童研究 1921：135）22）

　最後の 6 つめの項目として「児童展覧会と為す

こと」とあるが，おそらく「児童衛生展覧会」の

誤りかと思われる。

　『婦人衛生雑誌』357 号 23）には「各地児童衛生

展覧会」と題し，内務省衛生局が「各地方に照会」

した結果，「十数に余れる」希望が出され，協議

の上，1921（大正 10）年 3 月中旬大阪府衛生会主

催で開催決定とある（12）。大阪が東京に次いで児

童衛生展覧会を開催したのである。ただし，確認

しておくべきなのは，大阪府については内務省由

来ではない，独自の活動が始まっていたことであ

る。たとえば大阪児童愛護連盟とその機関誌『子

供の世紀』の発行，堺市産婆会主催「お産と育児

の展覧会」と大阪児童愛護連盟との共催による「赤

ちゃん審査会」という独自の取り組みがあった。

これらについての考察は稿を改める（13）。

　しかし，このように別々にそれぞれの意義を掲

げて独自の形で行われた運動や活動であったもの

が，1930 年代半ばあたりから戦時体制下において，

翼賛的に合流していったのである。

６．1920 年代の赤ちゃん審査会と児童相談

　子どもの身体を計測し，健康状態を医師が判断

するという「赤ん坊展覧会」「児童衛生展覧会」

が全国化していく社会的文脈を，当時の報告資料，

雑誌，新聞を用いて再構成し，衛生，健康，児童

保護等の新しい概念がどう普及していったのかを

考察した。内務省の場合は児童衛生展覧会の附帯

事業として，それも 6 歳以下の子どもを対象に実

施されたものであった。その後，各地で 2 歳以下

の乳（幼）児を対象とする審査会が活発になるの

は 1920 年代半ば以降である。

　山口県の梅光学院史には 1925（大正 14）年 5

月 7 日，学院内で「赤ン坊審査会」を山口県児童

愛護連盟と共催で開催したことを短く記録してい

る（黒木 1934：40）24）。大阪では 1921（大正 10）

年 11 月 3 日に「乳幼児保護宣伝デー」を開催し，

三
さ ん だ や

田谷啓
ひらく

（1881-1962）の発案でバラの造花を路上

で売り，その売り上げを児童愛護事業資金にした

という ( 安田生命社会事業団 1969）25）。三田谷は，
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東京から大阪市医として迎えられた後，大阪市社

会部に初の児童課が設置された際に，1918（大正 7）

年初代課長として就任した。翌 1919（大正 8）年

には彼の強い提案で大阪市立児童相談所が誕生し

た（「児童相談」の概念は理解されにくく，結局，

数年後，閉所された）。

　大阪府堺市における赤ちゃん審査会は公式には

「乳幼児審査会」（堺市産婆会・大阪児童愛護連盟

主催）として 1927（昭和 2）年 12 月に「児童愛

護週間」の一環として開催された（図 2）。堺市の

審査会は，1941（昭和 16）年まで開催記録が写真

によって残されている。第 1 回目は航空会社の協

力を得て 10 万枚の宣伝ビラを空から配布し，開

催費の最初と最後は打ち上げ花火を上げるなど，

事業の宣伝普及に工夫を凝らした。堺市役所，堺

市医師会，大阪市産婆会，といった実働スタッフ

の確保のほかに，新聞社，粉ミルク会社，薬販売

会社，蒲団販売店の協賛を得て商品の販売もして

いる ( 堺市産婆会　1928）26）。

　愛国婦人会長野県支部による「健康児童共進会」

事業は，1923（大正 12）年から毎年開催されてい

る。地元の青年団，女子青年団，婦人会，県児童

保護協会，日本赤十字社の協力を得て，リーフレッ

トを配布したり，ポスターを掲示するなどの宣伝

普及活動をおこなった。実施は 6 月 1 日～ 6 月 7

日であり，この期間が児童愛護週間だとしている

（愛国婦人会長野支部 1925 27），1926 28），1928 29），

1928 30）)。

　これらの赤ちゃん審査会普及過程については本

稿で詳述できなかったが，以上の概要からわかる

ことは，1920 年代から 1930 年代にかけて，赤ちゃ

ん審査会の開催時期も担い手も宣伝方法もそれぞ

れの地域性を背景とした違いがあるということで

ある。しかし共通するのは，赤ちゃん審査会をきっ

かけとして母親たちが自らの意思で「健康」な児

童を連れて公的な場所（公会堂，学校校舎など）

に集まり，医師と出会い，健康であることの証明

を医師から受け（時には病気や障害を発見され），

自分の子どもの成育状況について評価を受け，「優

良」であればその証しとして表彰されたという経

験である。

7．おわりに

　子どもの身体への働きかけとそこで得られた認

識は，知識伝達型の展示物や絵本やポスター，あ

るいは講演会に較べ，衛生，児童相談，健康，児

童保護の概念を理解させたと思われる。無料で自

分の子どもの身体検査をしてもらえるという報酬

と，その結果次第で優秀な親としての承認を医師

から得られるという報酬を通じて，若い母親たち

に衛生，児童保護，健康の概念を根づかせていっ

たと理解できる。

　修身教科書を検討した小山静子は，1920（大正 9）

年以降に家族道徳や良妻賢母像に変化がみられる

としている。そこでは嫁役割への期待が相対的に

低下し，家事や育児に対して合理性や科学性が求

められ始めたことと，その理由として第一次世界

大戦後，日常生活に対して「科学的」「合理的」

なまなざしが向けられたことによる，という解釈

を示している（小山 1991：213-216）31）。

　本論の考察にしたがえば，この変化の理由は

もっと直接的要因に基づく。すなわち，衛生や健

康の概念を理解し，それを育児に活用する女性が

まさに教育の対象になったのである。そのように

して乳児死亡率の「防遏」が期待された。もちろ

ん妊産婦死亡率や死産率を低下させることも同様

である。つまり小児保健や母性保護のための「科

学的」「合理的」根拠を医師が伝えることで，未

来の母親たちの教育が実践されたのである。

　堺市産婆会・大阪児童愛護連盟の『赤ちゃん審

査会写真帖』には大阪府立堺高等女学校講堂で医

学博士や伊藤悌二らが会期中，女学生を対象に講

演を行っている（図 3）。前出の山口県・梅光女学

院では赤ちゃん審査会の手伝いを女学生がおこ

なっていたという記載がある。このように未来の

「賢母」として，女学生もまた自発的にこの審査

会に協力し，その参加を通じて子どもを健康に産

み育てることを大切な価値として学んだに違いな

い。その結果は子ども一人一人の生命の尊重とし

てではなく，ほどなく人口国策に組み込まれてい

くのであるが。
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［付記］

　本論は、平成 29 年度文部科学省研究費補助金

基盤研究 (C) 一般「日本の出産文化の歴史社会学

的研究－リプロダクティブヘルスと助産所の機能

を中心に」（研究課題番号 17K04151　研究代表者 

大出春江）の助成を受けた研究成果の一部である。

注

（ 1 ） 木下は西山哲治の「赤ん坊展覧会」を「赤ちゃ

んコンクール」と呼び，赤ちゃんコンクー

ルの始まりが 1913 年 ( 大正 2 年）としている。

赤ちゃんコンクールが新中間層の母親の間

に，強い支持基盤を見出したことについて，

「育児天職論の名の下に出口を塞がれた自己

実現要求の，いわば代償行為として子育て

に賭ける母親の姿」だという理解を示す。

都市の新中間層の母親にとって「赤ちゃん

審査会」がはたした機能の一つととらえて

いる（木下 1991：108-110）32）。ただし，こ

の事業の広がりについては，西山のそれは

組織的ではなく局地的なものだった。この

点で，1) 内務省が東京で開催するとともに，

その後「地方」での同趣旨のイベント開催

を「通牒」する形で積極的な働きかけを行っ

たこと，2) 内務省に社会局が誕生し社会事

業の枠組みからも児童保護の関心が高まっ

たことと，3) 内務省由来の児童保護運動と

は異なる取り組みから民間からも活発に行

われていたことの 3 点において，内務省の

児童衛生展覧会は組織的であった。たとえ

ば，大阪では三田谷啓や志賀志那人といっ

た児童相談や児童愛護に関し先進的な取り

組みを行う医師や社会事業家，伊藤悌二ら

をはじめとした人々が民間事業として起こ

した児童愛護運動が独自のやり方でおこな

われていた。これらが合流し，あるいは官

製版にのみ込まれるようにして全国化して

いったとみたほうがいいだろう。

（ 2 ） 西山哲治は彼自身の自伝によると，もとも

とは西山悊
せ き じ

治という名前であったが文字が

難しく不便であったため，35 歳の時に哲治

と名前を改めたという（西山 1937：362）33）。

（ 3 ） 首藤美香子はヨーロッパの国々と較べ紹介

される機会の少なかったアメリカの研究成

果を紹介している。首藤によると，アメリ

カでは 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて

は，「子ども」や「子ども期」が社会的に注

目されるようになり，特に科学的な関心の

勃興が子どもに関する新しい知識や権威の

拡張を促していった時期にあたるという。

育児書も高い乳幼児死亡率をいかに改善し

国家にとって有用な人材の増強をはかるか，

子どもに関する科学的研究の成果をもとに

身体管理を主眼にした育児書へと，次第に

その傾向が変化していった。例えば新しい

育児書の構成には，優生学に基づいた出生

前からの母体管理法や，細菌学・免疫学・

臨床医学に基づいた感染症予防と疾患の発

見法，初期段階の治療法など，さらに栄養

学に基づいた母乳の成分の解明によって開

発された，人工栄養の授乳法などが付け加

えられていったのである（首藤 2004：7）34）。

（ 4 ） 「赤ん坊展覧会」という呼称は「ベビースエ

キスヒビション」（babies’ exhibition) の訳語

として適当につけたものであって，大切な

のは目標の達成であると西山は述べている

（西山 1913：3-4）35）。赤ん坊を集めて展示

する（人目にさらす）という発想が大いに

西山を刺激したと思われる。

（ 5 ） 1914 年 9 月 27 日朝日新聞朝刊には第二回赤

ん坊展覧会の開催記事が小さいが掲載され

ている。帝国小学校で 10 月 4 日正午から，

雨天の場合は 11 日正午から開催されること，

「満二歳未満の赤ん坊は何人も入場無料，当

選赤ん坊廿名には賞状賞品を授く」という

募集広告である。この賞品は「三越呉服店」

が毎回準備した（西山 1918）36）。一回目に

ついては子どもの体重，頭囲，胸囲，身長，

母乳・牛乳等栄養，既往歴，歯の発育状況，

父母の年齢，父親の職業，住所が記載項目

となっている。しかしすべて記入されてい
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るわけではないが，記載された住所と親の

職業をみると官吏，会社員，教員，商人，

軍人，医師，自営業が並ぶ。住所は東京市

内がほとんどを占めるが，「優良赤ん坊」は

府下に多いという結果である（西山 1918：

288）37）。1919 年 9 月 15 日朝日新聞朝刊に「第

七回赤ん坊展覧会」を知らせる 4 行ほどの

記事がある。開催場所は帝国小学校となっ

ている。

（ 6 ） 帝国小学校における「赤ん坊展覧会」開催

記事は注（5）でも述べた通り，西山が朝日

新聞に依頼したもので，実質は募集広告で

ある。実際，その記事は開催 1 週間前くら

いの 4 行程度の小さいものである。これに

対し，内閣府主催の「児童保護展覧会」の「附

帯事業」として開催された子どもの身体検

査は，1920 年 10 月 24 日～ 11 月 22 日（休

みは 2 日のみ）の約 1 ヶ月連続して行われ，

朝日新聞では開催日を含め会期中，4 回その

様子を詳細に伝えている。結果として新聞

というメディアがイベントをより効果的に

拡大させたのである。

（ 7 ） 内務省の児童衛生展覧会よりも 1 年早く，

1919（大正 8）年名古屋市において児童衛生

展覧会が実施されたという記載が『児童研

究』にある。「衣服，食物，住居，運動，遊戯，

玩具，疾病等の分類」に分かれた展示が行

なわれ会期 15 日間に約 15 万人の参加者が

いたという。名古屋市衛生課の「援助の下」，

名古屋市衛生連合会主催で実施された。内

務省衛生局のような身体検査は実施されて

いない。代わりに会期中，児童相談所主任

竹村一による児童衛生講話や，三田谷啓に

よる「ドウして小供を強くすべきか」とい

う児童保健に関する講話が開催され，それ

ぞれ 300 名を超える聴衆がいた（児童研究 

1921：115）38）。

（ 8 ） 「資本労働融和」，失業者救済，自作農奨励

保護など，経済問題が中心であった。

（ 9 ） 猪間驥一と彼の業績については和田みき子

『猪間驥一評伝：日本人口問題研究の知られ

ざるパイオニア』原人舎（2013）39）によっ

ている。東京市政調査会（1928)『都市に於

ける妊産婦保護事業に関する調査』（近現代

資料刊行会 1995 所収）40）は明治末期から大

正末期までの出産，産婆や産院を知る上で

極めて重要な調査報告書である。しかし，

著者については序の末尾注の最後に「本調

査は本会研究員猪間驥一の担当執筆せるも

のである」と 1 行記載されるのみである。

（10） 大阪市統計書の数値が内閣府の統計よりさ

らに高率という結果である。大阪市の数値

がより実態に近いと猪間は判断したかもし

れないが，比較上，内閣府の数値（『帝国統

計年鑑』）を採用したのである。

（11） 『官報 第一七二九号』（大正 7 年 5 月 10 日）41）

によると，武崎宗三は大正 7 年 5 月 9 日付

けで内務省勤務の「内務技師」として「敍任」

されている。

（12） 広島県商品陳列所にて「広島県社会事業連

合会主催，大阪毎日新聞社後援の下に児童

衛生展覧会」が 1921 年 9 月 24 日から 10 日

間開催され，それに合わせて児童保育大会

も行われたという記載がある（『児童研究』

25 巻 2 号 1921）42）。「附帯事業」としての「赤

ちゃん審査会」または身体検査については

切り離されて行われたと考えられる。

（13） 「堺市赤ちゃん審査会」は緒方助産婦学会発

行『助産之栞』（1896-1944）43）にたびたび

登場する事業であった。その記録として『堺

市赤ちゃん審査会写真帖』が存在すること

については，2016 年 12 月大阪府助産師会館

保管資料を閲覧させていただいた時にはじ

めて知った。平成 29 年度科学研究費補助金

による研究の一環で大阪府助産師会館保管

資料の貸出を受け閲覧することができた。

記して感謝いたします。
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